
２．用語の解説等

（１ （自動車）型式）

型式：○○－△△・・△△ 自動車製作者等が決めた記号

自動車排出ガス規制及び低排出ガス車認定の識別記号

・ガソリン（ＬＰガス）乗用車

平成10年アイドリング規制に適合させたものＧＦ

平成12年規制に適合させたものＧＨ

平成10年アイドリング規制に適合させたハイブリッド車ＨＫ

平成12年規制に適合させたハイブリッド車ＨＮ

平成12年基準排出ガス25％低減レベルのものＴＡ

平成12年基準排出ガス50％低減レベルのものＬＡ

平成12年基準排出ガス75％低減レベルのものＵＡ

平成12年基準排出ガス25％低減レベルのハイブリッド車ＸＡ

平成12年基準排出ガス50％低減レベルのハイブリッド車ＹＡ

平成12年基準排出ガス75％低減レベルのハイブリッド車ＺＡ

平成17年規制に適合させたものＡＢＡ

平成17年規制に適合させたハイブリッド車ＡＡＡ

平成17年基準排出ガス50％低減レベルのものＣＢＡ

平成17年基準排出ガス75％低減レベルのものＤＢＡ

平成17年基準排出ガス50％低減レベルのハイブリッド車ＣＡＡ

平成17年基準排出ガス75％低減レベルのハイブリッド車ＤＡＡ

・ディーゼル乗用車

平成９年規制に適合させたもの（車両重量1265 以下）ＫＥ kg
平成10年規制に適合させたもの（車両重量1265 超）ＫＨ kg
平成14年規制に適合させたもの（車両重量1265 超）ＫＮ kg

・ガソリン貨物車

平成10年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ超2.5ｔ以下）ＧＣ

平成10年規制に適合させた軽自動車ＧＤ

平成10年アイドリング規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＧＧ

平成12年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＧＪ

平成13年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ超3.5ｔ以下）ＧＫ

平成12年基準排出ガス25％低減レベルのもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＴＢ

平成12年基準排出ガス50％低減レベルのもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＬＢ

平成12年基準排出ガス75％低減レベルのもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＵＢ

平成12年基準排出ガス25％低減レベルのもの（車両総重量1.7ｔ超3.5ｔ以下）ＴＣ

平成12年基準排出ガス50％低減レベルのもの（車両総重量1.7ｔ超3.5ｔ以下）ＬＣ

平成12年基準排出ガス75％低減レベルのもの（車両総重量1.7ｔ超3.5ｔ以下）ＵＣ

平成12年基準排出ガス25％低減レベルの 軽自動車ＴＥ

平成12年基準排出ガス50％低減レベルの軽自動車ＬＥ

平成12年基準排出ガス75％低減レベルの軽自動車ＵＥ

平成17年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＡＢＥ

平成17年基準排出ガス50％低減レベルのもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＣＢＥ

平成17年基準排出ガス50％低減レベルの軽自動車ＧＢＤ

・ディーゼル貨物車

平成９年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＫＥ

平成９年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ超2.5ｔ以下のＭＴ車）ＫＦ

平成10年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ超2.5ｔ以下のＡＴ車）ＫＪ

平成14年規制に適合させたもの（車両総重量1.7ｔ以下）ＫＰ

（２）変速装置の型式及び変速段数

（略号）



自動無段変速機ＣＶＴ

前進３段式自動変速機３ＡＴ

前進４段式自動変速機４ＡＴ

前進５段式自動変速機５ＡＴ

前進６段式自動変速機６ＡＴ

前進３段式自動変速機（副変速機付）３ＡＴ×２

前進４段式自動変速機（副変速機付）４ＡＴ×２

前進４段式手動変速機４ＭＴ

前進４段式手動変速機（副変速機付）４ＭＴ×２

前進５段式手動変速機５ＭＴ

前進５段式手動変速機（副変速機付）５ＭＴ×２

前進６段式手動変速機６ＭＴ

電子制御式Ｅ

ロックアップ機構付トルクコンバータＬＴＣ



（３）エネルギー消費効率（ ）km/l
（ ） 。10･15モード走行パターン 図参照 により運転して測定したときの燃費を記載しています

【１０・１５モード概略図】
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第１ｻｲｸﾙ 第２ｻｲｸﾙ 第３ｻｲｸﾙ 第４ｻｲｸﾙ

図中 速 度 時間（秒） 図中 速 度 時間（秒）
番号 番号

１ アイドリング ２０ １ アイドリング ６５

２ 加速 ７ ２ 加速 １８
km/h km/h０→２０ ０→５０

３ 一定速 １５ ３ 一定速 １２
km/h km/h２０ ５０

４ 減速 ７ ４ 減速 ４
２０→０ ５０→４０km/h

５ アイドリング １６ ５ 一定速 ４
km/h４０

６ 加速 １４ ６ 加速 １６
０→４０ ４０→６０km/h

７ 一定速 １５ ７ 一定速 １０
km/h km/h４０ ６０

８ 減速 １０ ８ 加速 １１
４０→２０ ６０→７０

９ 一定速 ２ ９ 一定速 １０
km/h km/h２０ ７０

加速 １２
２０→４０

１０ 減速 １０ １０ 減速 １０
４０→２０ ７０→５０
減速 ７

km/h２０→０

【第１サイクル～第３サイクル】 １１ 一定速 ４
km/h５０

（注）10・15モード法：
１２ 加速 ２２

５０→７０日本の都市交通の走行実態を反映させた

１３ 一定速 ５もので、シャシダイナモメータ上でこの
km/h７０

モードに沿って自動車を走らせ、排出ガ
１４ 減速 ２０

７０→３０スを測定するもの。10モードを３サイク
減速 １０
３０→０ルに15モード１サイクルを加えた４サイ

１５ アイドリング １０クルで測定。

【第４サイクル】



（４）１ 走行におけるＣ０ 排出量（ｇ－Ｃ０ ／ ）km km２ ２

１０・１５モード燃費を１ 走行におけるＣＯ 排出量に換算したものです。km ２

○ガソリン車

１ 走行当たりのＣＯ2排出量（ｇ－ＣＯ ／ ）＝km km２

１ ２ ３(１÷ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率値（ ×34.6 ×67.1 Ｏkm/ MJ/ g- /MJç ç）) （ ） （ Ｃ ）注 注 注２

○ディーゼル車

１ 走行当たりのＣＯ2排出量（ｇ－ＣＯ ／ ）＝km km２

１ ４ ５(１÷ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率値（ ×38.2 ×68.6 Ｏkm/ MJ/ g- /MJç ç）) （ ） （ Ｃ ）注 注 注２

○ＬＰガス車

１ 走行当たりのＣＯ2排出量（ｇ－ＣＯ ／ ）＝km km２

１ ６ ７(１÷ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率値（ ×28.1 ×59.8 Ｏkm/ MJ/ g- /MJç ç）) （ ） （ Ｃ ）注 注 注２

注１：ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率値の１ 走行当たりの燃料使用量（ ）km /kmç

注２：ガソリン１ 当たりの発熱量（ ）ç çMJ/
注３：ガソリンの発熱量当たりのＣ０ 排出原単位（ Ｃ０ ）２ ２g- /MJ
注４：軽油１ 当たりの発熱量（ ）ç çMJ/
注５：軽油の発熱量当たりのＣ０ 排出原単位（ Ｃ０ ）２ ２g- /MJ
注６：ＬＰガス１ 当たりの発熱量（ ）ç çMJ/
注７：ＬＰガスの発熱量当たりのＣ０ 排出原単位（ Ｃ０ ）２ ２g- /MJ

（５）主要燃費向上対策

（略 号）

Ｌ ガソリンリーンバーンエンジン

Ｄ 直噴エンジン

Ｖ 可変バルブタイミング機構

Ｃ 自動無段変速機

Ｈ ハイブリッド自動車

Ｉ アイドリングストップ装置

Ｐ 高圧噴射

ＭＣ ミラーサイクル

ＣＹ 気筒休止

ＦＩ 電子制御式燃料噴射

Ｂ 充電制御

ＴＣ 過給器

ＩＣ インタークーラー

ＥＰ 電動パワーステアリング又は電動油圧パワーステアリング

（６）主要排出ガス対策

（略 号）

ＥＧＲ 排出ガス再循環装置

ＣＣＯ 酸化触媒装置

３Ｗ 三元触媒装置

ＡＩ 二次空気噴射装置

ＡＳ 二次空気供給装置

（７）駆動形式

（略 号）

Ｆ 前輪駆動車

Ｒ 後輪駆動車

Ａ 全輪駆動車



（８）その他欄

車のタイプ又は、同一型式においてｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率の違う要因が変速装置の型式及び変速

段数、車両重量、主要燃費向上対策、自動車の構造、主要排出ガス対策以外にある場合は、

その要因となっている主な事項を記載しています。

（９）低排出ガス認定レベル

☆ に対し有害物質を２５％以上低減させた自動車平成12年基準

☆☆ に対し有害物質を５０％以上低減させた自動車平成12年基準

☆☆☆ に対し有害物質を７５％以上低減させた自動車平成12年基準

☆☆☆ に対し有害物質を５０％以上低減させた自動車平成17年基準

☆☆☆☆ に対し有害物質を７５％以上低減させた自動車平成17年基準


